
医療的ケアを必要とする児が在宅で、安心して生活し、成長することができる

医療を安心して受けられる
療育・教育・福祉サービ

スを適切に受けられる

家族の負担（身体的・精

神的）が軽減し、児への

ケアが行える専門病院、地域の小児

科病院に通院でき、緊

急時への対応ができる

地域の小児科診療所（在宅医

療）、訪問看護ステーション、

訪問リハビリテーションの対応

ができる

保育園・療育機関・教育機

関、で医療的ケアを受けら

れる

医療的ケアに対応できる

送迎がある

家族の身体的な疲れが

蓄積されない

短期入所・放課後デイ

家族が精神的に安定する

専門家の相談者がいる 家族同士の交流・情報

共有ができる

支援のコア

○関係機関がチームで支援ができる

○必要時にカンファレンスができる

○情報を共有する ○顔が見える関係になる

＜課題に対して、平成29年度の取組状況（報告）＞ 当面は、未就学児対象に検討を行う

コーディネート機能：保健師等
＜母子保健担当＞ ○医療・保健との調整 ○家族の受け止めの確認

○関係機関との役割分担や連携調整（ケースカンファレンス等の開催等）

＜障害福祉担当＞ ○福祉に関する相談･情報提供 ○福祉サービス利用支援

成人期になり、小児科から内科

へスムーズに移行できる

高校卒業後、福祉サービ

ス事業所で医療的ケアを

兄弟が親の愛情を受

けられる

情報提供

被災時も医療を

継続できる

29年度～

項目 取組み 具体的内容 主たる機関 協力機関 課題区分

1 ①医療・保健との連絡調整

2
②関係機関との役割分担や連携調整（ケースカンファ
レンス等の開催等）

3 ③家族の受け止めの確認

4 ④福祉に関する相談・情報提供

5 ⑤福祉サービス利用支援

6 家族同士の交流・情報交換 ①医療機器装着児の保護者交流会の開催 医療的ケアを必要とする児とその保護者が集まる交流会を行う 保健所　地域保健課 －

7 当事者の思いの確認 ①聞き取り調査の実施 対象者へ家庭訪問等で聞き取り調査を実施 保健所　地域保健課 －

8 小児等在宅医療推進連絡会の開催
平成29年度より茅ヶ崎市地域保健課で在宅医療介護連
携推進事業の一環で行う。

地域課題や解決策を検討するとともに、取組内容の進捗確認を
する

保健所　地域保健課 －
ネットワー
ク構築

ネットワー
ク構築

その他

保健師のコーディネート機能
ケース支援の実践を積み上げていく。
事例検討会を行う。

保健所　健康増進課
寒川町

保健所　地域保健課

1 ①広域的な在宅療養児対策について 国及び県に関する情報提供 県医療課 －

2 ②県内他地域のモデル事業の状況 他地域での動きの情報提供 県医療課 －

県内の在宅療養児支援施策 資源把握
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